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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
十
六
号

特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
九
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
、

第
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般

乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
規
程

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例

に
よ
る
。

（
法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
者
（
次
号
及
び
次
条
第
一
号
に
お
い
て
「
要
介
護
者
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
付
添
人
の
運
送

で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
八
号
に
規

定
す
る
福
祉
自
動
車
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
福
祉
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
も
の

イ

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者

ロ

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

る
者

ハ

介
護
保
険
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
者

ニ

そ
の
他
肢
体
不
自
由
、
内
部
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
そ
の
他
の
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
他
人

の
介
助
に
よ
ら
ず
に
移
動
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
単
独
で
事
業
用
自
動
車
そ
の
他
の
公
共
交
通
機

関
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
者

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
者

二

要
介
護
者
等
及
び
そ
の
付
添
人
の
運
送
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
が
乗
務
す
る
事
業
用
自
動
車
（
福
祉
自
動

車
を
除
く
。
）
を
用
い
る
も
の

イ

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
介
護
福
祉
士

の
登
録
を
受
け
て
い
る
者

ロ

要
介
護
者
等
の
円
滑
な
運
送
に
資
す
る
研
修
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
も
の
を
修
了
し
て
い
る
者
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ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
者

三

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ハ
イ

ヤ
ー
を
使
用
し
て
行
う
運
送
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

一
日
を
超
え
る
期
間
を
単
位
と
し
て
専
属
で
常
時
運
送
を
提
供
で
き
る
こ
と
と
す
る
た
め
の
契
約
（
書
面
に

よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
る
運
送
契
約
の
み
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

ロ

二
時
間
以
上
の
時
間
を
単
位
と
し
て
締
結
さ
れ
る
運
送
契
約
の
み
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

（
法
第
二
条
第
九
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
事
業
用
自
動
車
）

第
三
条

法
第
二
条
第
九
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
用
自
動
車
と
す
る
。

一

専
ら
要
介
護
者
等
及
び
そ
の
付
添
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の

二

専
ら
前
条
第
三
号
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

（
準
特
定
地
域
）

第
四
条

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
準
特
定
地
域
と
し
て
指
定
す
る
地
域
は
、
道
路
運
送
法
施
行
規
則

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
運
輸
局
長
が
定
め
る
営
業
区
域
の
う
ち
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
営
業
区
域
と
し
、
当
該
指
定
に
係
る
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。
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地
方
運
輸
局
長

営

業

区

域

期

間

一

北
海
道
運
輸
局
長

「
札
幌
交
通
圏
」
、
「
小
樽
市
」
、
「
函
館
交
通
圏

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

」
、
「
旭
川
交
通
圏
」
、
「
苫
小
牧
交
通
圏
」
、
「

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

釧
路
交
通
圏
」
、
「
帯
広
交
通
圏
」
及
び
「
北
見
交

六
日
ま
で

通
圏
」

二

東
北
運
輸
局
長

「
青
森
交
通
圏
」
、
「
八
戸
交
通
圏
」
、
「
弘
前
交

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

通
圏
」
、
「
盛
岡
交
通
圏
」
、
「
花
巻
交
通
圏
」
、

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

「
一
関
交
通
圏
」
、
「
仙
台
市
」
、
「
石
巻
市
」
、

六
日
ま
で

「
福
島
交
通
圏
」
、
「
郡
山
交
通
圏
」
、
「
会
津
交

通
圏
」
、
「
い
わ
き
市
」
、
「
秋
田
交
通
圏
」
及
び

「
山
形
交
通
圏
」

三

関
東
運
輸
局
長

「
特
別
区
・
武
三
交
通
圏
」
、
「
北
多
摩
交
通
圏
」

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

、
「
南
多
摩
交
通
圏
」
、
「
西
多
摩
交
通
圏
」
、
「

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
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京
浜
交
通
圏
」
、
「
県
央
交
通
圏
」
、
「
湘
南
交
通

六
日
ま
で

圏
」
、
「
小
田
原
交
通
圏
」
、
「
京
葉
交
通
圏
」
、

「
東
葛
交
通
圏
」
、
「
千
葉
交
通
圏
」
、
「
北
総
交

通
圏
」
、
「
市
原
交
通
圏
」
、
「
南
房
交
通
圏
」
、

「
県
南
中
央
交
通
圏
」
、
「
県
南
西
部
交
通
圏
」
、

「
県
北
交
通
圏
（
埼
玉
県
）
」
、
「
県
南
東
部
交
通

圏
」
、
「
東
毛
交
通
圏
」
、
「
中
・
西
毛
交
通
圏
」

、
「
水
戸
県
央
交
通
圏
」
、
「
県
南
交
通
圏
（
茨
城

県
）
」
、
「
県
西
交
通
圏
」
、
「
県
北
交
通
圏
（
茨

城
県
）
」
「
宇
都
宮
交
通
圏
」
、
「
県
南
交
通
圏
（

栃
木
県
）
」
、
「
塩
那
交
通
圏
」
及
び
「
甲
府
交
通

圏
」

四

北
陸
信
越
運
輸
局
長

「
新
潟
交
通
圏
」
、
「
長
岡
交
通
圏
」
、
「
上
越
交

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

通
圏
」
、
「
三
条
市
Ａ
」
、
「
新
発
田
市
Ａ
」
、
「

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

柏
崎
市
Ａ
」
「
富
山
交
通
圏
」
、
「
高
岡
・
氷
見
交

六
日
ま
で
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通
圏
」
、
「
砺
波
市
Ｂ
、
南
砺
市
」
、
「
金
沢
交
通

圏
」
、
「
南
加
賀
交
通
圏
」
、
「
長
野
交
通
圏
」
、

「
松
本
交
通
圏
」
、
「
上
田
市
Ａ
」
及
び
「
飯
田
市

Ａ
」

五

中
部
運
輸
局
長

「
名
古
屋
交
通
圏
」
、
「
知
多
交
通
圏
」
、
「
尾
張

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

北
部
交
通
圏
」
、
「
尾
張
西
部
交
通
圏
」
、
「
西
三

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

河
北
部
交
通
圏
」
、
「
西
三
河
南
部
交
通
圏
」
、
「

六
日
ま
で

東
三
河
南
部
交
通
圏
」
、
「
静
清
交
通
圏
」
、
「
富

士
・
富
士
宮
交
通
圏
」
、
「
沼
津
・
三
島
交
通
圏
」

、
「
伊
豆
交
通
圏
」
、
「
浜
松
交
通
圏
」
、
「
磐
田

・
掛
川
交
通
圏
」
、
「
藤
枝
・
焼
津
交
通
圏
」
、
「

岐
阜
交
通
圏
」
、
「
大
垣
交
通
圏
」
、
「
高
山
交
通

圏
」
、
「
美
濃
・
可
児
交
通
圏
」
、
「
東
濃
東
部
交

通
圏
」
、
「
津
交
通
圏
」
、
「
松
阪
交
通
圏
」
、
「

福
井
交
通
圏
」
及
び
「
武
生
交
通
圏
」
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六

近
畿
運
輸
局
長

「
大
阪
市
域
交
通
圏
」
、
「
北
摂
交
通
圏
」
、
「
河

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

北
交
通
圏
」
、
「
河
南
Ｂ
交
通
圏
」
、
「
泉
州
交
通

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

圏
」
、
「
河
南
交
通
圏
」
、
「
京
都
市
域
交
通
圏
」

六
日
ま
で

、
「
神
戸
市
域
交
通
圏
」
、
「
姫
路
・
西
播
磨
交
通

圏
」
、
「
東
播
磨
交
通
圏
」
、
「
奈
良
市
域
交
通
圏

」
、
「
生
駒
交
通
圏
」
、
「
中
部
交
通
圏
（
奈
良
県

）
」
、
「
大
津
市
域
交
通
圏
」
、
「
湖
南
交
通
圏
」

、
「
中
部
交
通
圏
（
滋
賀
県
）
」
、
「
湖
東
交
通
圏

」
及
び
「
和
歌
山
市
域
交
通
圏
」

七

中
国
運
輸
局
長

「
広
島
交
通
圏
」
、
「
呉
市
Ａ
」
、
「
東
広
島
市
」

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

、
「
三
原
市
」
、
「
福
山
交
通
圏
」
、
「
尾
道
市
」

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

、
「
鳥
取
交
通
圏
」
、
「
米
子
交
通
圏
」
、
「
倉
吉

六
日
ま
で

交
通
圏
」
、
「
松
江
市
」
、
「
出
雲
市
」
、
「
岡
山

市
」
、
「
倉
敷
交
通
圏
」
、
「
津
山
市
」
、
「
下
関
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市
」
、
「
宇
部
市
」
、
「
山
口
市
」
、
「
周
南
市
」

、
「
防
府
市
」
及
び
「
岩
国
交
通
圏
」

八

四
国
運
輸
局
長

「
高
松
交
通
圏
」
、
「
中
讃
交
通
圏
」
、
「
徳
島
交

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

通
圏
」
、
「
松
山
交
通
圏
」
、
「
東
予
交
通
圏
」
、

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

「
今
治
交
通
圏
」
及
び
「
高
知
交
通
圏
」

六
日
ま
で

九

九
州
運
輸
局
長

「
福
岡
交
通
圏
」
、
「
北
九
州
交
通
圏
」
、
「
筑
豊

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

交
通
圏
」
、
「
大
牟
田
市
」
、
「
久
留
米
市
」
、
「

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

佐
賀
市
」
、
「
唐
津
市
」
、
「
長
崎
交
通
圏
」
、
「

六
日
ま
で

佐
世
保
市
」
、
「
諫
早
市
」
、
「
熊
本
交
通
圏
」
、

「
八
代
交
通
圏
」
、
「
大
分
市
」
、
「
別
府
市
」
、

「
宮
崎
交
通
圏
」
、
「
都
城
交
通
圏
」
、
「
延
岡
市

」
、
「
川
薩
交
通
圏
」
、
「
鹿
屋
交
通
圏
」
、
「
鹿

児
島
空
港
交
通
圏
」
及
び
「
鹿
児
島
市
」
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十

沖
縄
総
合
事
務
局
長

「
沖
縄
本
島
」

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

六
日
ま
で

（
準
特
定
地
域
に
お
け
る
許
可
の
特
例
）

第
五
条

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

許
可
の
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
が
輸
送
需
要
に
対
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

二

許
可
の
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
に
よ
っ
て
営
業
区
域
に
係
る
供
給
輸
送
力
が
輸
送
需
要
量
に
対
し
不
均
衡
と

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

三

そ
の
他
許
可
の
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
が
公
益
上
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

２

地
方
運
輸
局
長
は
、
許
可
の
申
請
を
審
査
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
に
掲
げ
る
基
準
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
形
式
的
画
一
的
に
流
れ
る
こ
と
な
く
、
実
情
に
沿
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
特
定
地
域
に
お
け
る
供
給
輸
送
力
を
増
加
さ
せ
る
事
業
計
画
の
変
更
の
特
例
）

第
六
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
（
以
下
単
に
「
認
可
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
係
る
準
特
定
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地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
合
計
数
の
増
加
が
輸
送
需
要
に
対
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

二

認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
合
計
数
の
増
加
に
よ
っ
て
営
業

区
域
に
係
る
供
給
輸
送
力
が
輸
送
需
要
量
に
対
し
不
均
衡
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

三

そ
の
他
認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
合
計
数
の
増
加
が
公
益

上
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

２

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
一
台
当
た
り
の
収
入
が
前
事
業
年

度
と
比
較
し
て
増
加
し
て
い
る
こ
と

二

業
務
の
執
行
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
経
営
の
基
本
方
針
及
び
経
営
管
理
に
関
す
る
措
置
並
び
に
法

令
遵
守
に
関
す
る
措
置
を
含
む
。
）
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と

三

事
業
用
自
動
車
の
百
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
交
通
事
故
の
発
生
件
数
が
、
認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地

域
に
お
け
る
事
業
用
自
動
車
の
百
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
交
通
事
故
の
発
生
件
数
未
満
で
あ
る
こ
と

四

労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
労
働
契
約
を
締
結
す
る
一
般
乗

用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
に
つ
い
て
、
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
す
る
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と

五

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
活
性
化
の
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
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六

認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
（
移
動
等
円

滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
に
お
い
て
移
動
等
円
滑
化
の
目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
の

基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
）
の
台
数
が
前
事
業
年
度
と
比
較
し
て
増
加
し
て
い
る
こ
と

３

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
地
方
運
輸
局
長
が
認
可
の
申
請
を
審
査
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に

基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
の
廃
止
）

２

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

一

平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号
（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
）

二

平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
十
一
号
（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の

適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
）

三

平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
六
号
（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
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正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
）

四

平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
六
号
（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適

正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
）


